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高
知
新
聞
社
な
ど
の
主
催
に
よ
る
「
第

６２
回
金
婚
夫
婦
祝
福
式
典
」
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

役
場
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
ご
希
望
の
方
は
、
会
場
ま
で
送
迎
も

行
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
　

　
９
月
１
日
（
日
）
午
後
２
時
〜

◆
会
場
　

　
新
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
四
万
十

◆
申
込
資
格

昭
和

４４
年
１
月
１
日
〜

１２
月

３１
日
ま

で
に
結
婚
さ
れ
た
県
内
在
住
の
ご
夫

婦
（
そ
れ
以
前
の
結
婚
で
も
初
参
加

な
ら
可
）

◆
申
込
方
法

左
記
担
当
係
窓
口
に
て
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

◆
申
込
期
限

　
６
月

１７
日
（
月
）

※
８
月
上
旬
頃
に
高
知
新
聞
社
よ
り
通

知
が
届
き
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―

２
１
２
４

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―

３
１
１
２

　
重
度
心
身
障
が
い
児
・
者
が
医
療
を

受
け
る
と
き
、
各
医
療
保
険
の
対
象
と

な
る
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
市
町
村

が
助
成
し
ま
す
。
利
用
に
は
受
給
者
証

が
必
要
で
す
の
で
、
担
当
係
で
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
世
帯
員
の
異
動
（
転
入
・
転
出
な
ど
）

や
健
康
保
険
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
対
象
者
（
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
１
（
最
重
度
）
ま
た
は
Ａ

２
（
重
度
）
の
方

③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は
４
級

を
所
持
し
、
か
つ
中
度
知
的
障
が
い

と
認
定
さ
れ
た

１８
歳
未
満
の
合
併
障

が
い
の
方

※
た
だ
し
、

６５
歳
以
上
で
、
平
成

１５
年

１０
月
以
降
に
新
た
に
①
・
②
の
認
定

を
受
け
た
方
は
、
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
の
み
対
象
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―

２
１
２
４

　
配
偶
者
の
い
な
い
父
・
母
と
児
童
、

ま
た
は
父
母
の
い
な
い
児
童
に
つ
い
て
、

医
療
費
の
自
己
負
担
分
（
高
額
医
療
費

は
除
く
）
を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
、
受
給
者
お
よ
び

同
居
し
て
い
る
扶
養
義
務
の
あ
る
方

の
前
年
の
所
得
に
対
し
て
所
得
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
な
ど
は
、
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
助
成
の
種
類

【
現
物
給
付
】

受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
示
し
、
助

成
分
を
差
し
引
い
て
支
払
う
方
法

【
療
養
費
払
い
】

い
っ
た
ん
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、

後
日
役
場
で
給
付
請
求
す
る
方
法

※
県
外
受
診
の
場
合
は
療
養
費
払
い
に

な
り
、
領
収
書
が
必
要
で
す
。

◆
申
請
時
に
必
要
な
も
の

　
【
新
規
】（
随
時
受
付
）

　
印
か
ん
、
健
康
保
険
証

　
【
更
新
】

　
６
月

１０
日
（
月
）
〜

２１
日
（
金
）
受
付

印
か
ん
、
健
康
保
険
証
、
同
意
書
、

申
請
書
、
受
給
者
証

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 
福
祉
係

蕁

４
３
―

２
１
２
４

 
精
神
障
が
い
者
ま
た
は
精
神
障
が
い

の
疑
い
の
あ
る
方
や
そ
の
ご
家
族
に
対

し
、
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談
を
開
催

し
ま
す
。（
精
神
科
未
受
診
者
や
治
療
中

断
者
な
ど
が
相
談
の
基
準
に
な
り
ま
す
）

◆
日
時
　
　

 
６
月

２６
日
（
水
）

　
８
月

１９
日
（
月
）

　
１１
月

１８
日
（
月
）

　
令
和
２
年

　
２
月

１７
日
（
月
）

 
午
後
１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

３０
分

◆
場
所
　
　

 
幡
多
福
祉
保
健
所
な
ど

◆
定
員

　
１
回
２
件
ま
で

※
２
週
間
前
ま
で
に
電
話
で
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 
高
知
県
幡
多
福
祉
保
健
所 

健
康
障
害
課

蕁

３
４
―

５
１
２
４

重
度
心
身
障
害
児
・
者
医
療
費
（
福

祉
医
療
）
を
助
成
し
ま
す

精
神
保
健
福
祉
相
談
「
嘱
託
医
相
談
」

の
ご
案
内

金
婚
夫
婦
祝
福
式
典

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

役場からのお知らせ役場からのお知らせ


